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☆既認定者の施行後３年間の経過的特例に関する課長通知出される

＊３年間は更新時に新制度の重症度分類で「軽症」となっても制度から外れる

ことはありません。また更新時に旧制度の「重症患者」基準を満たせば経過

的特例の「重症患者」区分が適用されます。

既認定者（特定疾患治療研究事業の対象５６疾病で、２０１４年１２月３１日までに指

定難病の申請を行い、旧事業の基準を満たしたもの）については、施行後３年間は経過的

特例として、医療費助成の負担上限は別枠で対応することとなっていますが、更新時の手

続き等については、まだ通知が出ていませんでした。

今回の課長通知で、更新時には新制度の臨床調査個人票（更新）で更新手続きを行うが、

その病状の程度について、重症度分類（基準）において一定の状態になっていなかったと

しても、３年間は「平成２６年（２０１４年）１２月３１日時点で改正前の特定疾患治療

研究事業の認定基準を満たしているもの」として扱うことが明示されました。

一部に、「更新時には旧制度の認定で軽快者として取り扱われる（対象から外される）の

ではないか」と危惧する声もありましたが、この通知により、そういうこともないことが

明示されました。

また、「３」において、旧制度の「重症患者」区分については、経過的特例期間中に更新

時の審査時点で「重症患者」基準を満たせば、経過的特例の「重症患者」区分に該当する

ことになることも明示されました。 【通知全文を、次ページに添付します。】

☆第２次指定難病（１９６疾病）及び重症度分類についての

パブリックコメントが公示されました（意見募集期間 3/20～4/18）

前号でお知らせしたように、厚生科学審議会疾病対策部会第１１回指定難病検討委員会

で了承された１９６疾病と重症度分類（基準）についてのパブリックコメントが３月２０

日に公示されました。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=4951405
33&Mode=0
＊ うまくページが見られない人は、厚生労働省のパブリックコメントのリンクページ（下

記）をクリックして、そのページの下の方、「案の公示日」が 3月 20日の項を探してくだ

さい。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100495
内容は、第１１回指定難病検討委員会の資料で示されたものと同じものです。

指定難病の対象疾病および、個々の重症度分類（基準）に関する意見を、この機会に、

各団体、個人から提出しましょう。
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□厚生労働省健康局疾病対策課長通知「難病の患者に対する医療等に関する法律における

経過的特例について」（平成２７年３月３１日付）
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